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「自由研究」の廃止過程の検証と木宮乾峰の「教育課程」概念

一一木宮乾峰における「教科課程」から「教育課程」への変化-

白尾裕志

百leabolition process of the “Independent study" and Kimiya Kenpou's conception 
of curriculum who is the Ministry of Education official. 

-The change仕omthe curriculum in 1947 in Kimiya Kenpou to由ecurriculum in 1951. -

Hiroshi Shirao 

論文要旨

「自由研究」は 1947年3月20日に公示された「学習指導要領一般編(試案)Jで「教科課程」の l教

科として創設された。しかし 1951年の学習指導要領で廃止され、「教科以外の活動」及び「教育課程」

が成立した。本稿では自由研究の廃止過程の経過と当時の文部省で自由研究の推進と 1951年の学習指

導要領における幕引きにあたった「木宮乾峰」による教育課程概念の特徴を明らかにしていく。

自由研究は、教科課程における位置づけや運用方法において混乱や停滞が生じた。文部省は、自由研

究の実践が困難に陥った状態をふまえて、自由研究の運用解釈を変化させていき、 1951年6月の教育課

程審議会答申での「自由研究廃止」となった。しかし 1949年の教育課程審議会で、は、木宮らが中心となっ

た自由研究と「内容はかわらない」とされた「選揮学習」の両構想があったとされる。「教科の学習の発展」

として独自の目的をもった領域を教育課程の中に位置づける方向性が模索されていたその構想は実現し

なかったが、教科の学習の発展にかかわる領域の教育課程への位置付けがなくなったことは、教科自体

の知識の総合化のための時間や単元がない状況で、教科の学習の発展が困難になっていったことにつな

がった。その結果、教科による総合性という実践展開の可能性を狭めていったのである。

Abstract 

“Independent study" was founded as a subject of the Course of Study issued on March 20， 1947. However， it was 

abolished by the Ministry of Education in 1951， and “Curriculum" consisted of“Activities outside the subject" was 

approved. 

This study clarify the abolition process of the “Independent study" and the feature of“Curriculum" concept by阻miya

Kenpou who promoted “Independent study" and abolished it by the Ministry of Education in 1951.， Confusion and 

stagnation were seen in the status and practice on“Independent study" in“Curriculum". 

As a result， the Ministry of Education changed the interpretation of“Independent study". And “Independent study" 

follows to the difficult situation， and became ‘'Independent study abolition" in the Curriculum Council report in ]une， 

1951. However， Kimiya Kenpou planned “Elective subjects" in Curriculum Council of 1949. They said that the content 

of“Independent study" and“Elective subjects" was same. Kimiya Kenpou and the member of the Curriculum Council 

in 1949 groped for a course of action to locate the area with an original purpose as“Development of the study of the 

subject" in “Curriculum". However， the plan was not achieved.ηle location of the area related to“Development of the 

study of the subject" on the curriculum was lost. It means that“Development of the study of the subject" became difficult 

泊 thesituation without “Time" and Unit for “Synthesis ofknowledge" in the each subject. 

As a result， the possibility of the development of the practice and “Synthesis by the subject" was narrowed. 
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1 .問題と目的

戦後の「自由研究」は、 1947年3月20日に公

示された「学習指導要領一般編(試案)Jで「教科」

として創設された。「自由研究Jは教科学習の発

展を前提に「児童や青年の自発的な活動のなされ

る余裕の時間として、個性の伸長に資し、教科の

時間内では伸ばしがたい活動のために」、「児童の

個性の赴くところに従って、それを伸ばして行く

ことに、この時聞を用いていきたいJ1とされた。

その「ねらいJ2は、①「児童生活の自主的、

自発的学習の態度を養うこと。」、②「個性を尊重

し、その伸長を図ること。J、③「社会性、共同性

を一そう伸長すること。Jとされ、現代にも通用

する「ねらい」をもった「自由研究」であったが、

4年後の 1951年の「教育課程」が成立した「学

習指導要領」で廃止された。教科学習の発展を前

提とした「自由研究」がなぜ廃止されたのか。先

行研究 3では、一教科の廃止に留まらず、「特別

教育活動」・「教科以外の活動Jの成立及び「教育

課程」概念の成立と不可分の関係にあることが明

らかであるが、「教育課程」の成立によって、「教

科」そのものに「自由研究」で目指した「発展性J

や「総合性」にどのような影響が生じたのか。

本稿では「自由研究Jの廃止過程の経過と当時

の文部省で「自由研究」の推進と 1951年の「学

習指導要領」によってその幕引きにあたった「木

宮乾峰J4による「教育課程」概念の特徴を明ら

かにしていくことを目的としている。

2. i自由研究」の成立と廃止に向けた動き

1947年版学習指導要領では「自由研究」につ

いて「どの児童も同じことを学ぶ時間として、こ

の時間を用いて行くことは避けたいJ5とされ、

木宮も「自由研究についてJ6において各「教科J
の補習的な扱いは「本来の趣旨ではない」と示し、

「自由研究」は先の①~③のねらいをもった「教科」

として「教科課程」に位置付けた。 7

しかし「自由研究」はその運用をめぐって混乱

をきたしてきたノ文部省はまず、木宮の直属の

上司である青木誠四郎(文部省学校教育局教材研

究課長)が「一般的な発達からはずれた児童」の

指導について「自由研究」を「小学校の性質に応

じて考えられたJi選択教科」として位置づけ、「基

礎的な学習」の補習的な運用に道を聞く解釈が成

り立つことを認めた。 9これは木宮が示した補習

的な運用の否定とは異なる解釈を示したことに

なった。

さらに木田宏(文部省師範教育課事務官)は、『新

教育の動向JllOの中で「この時聞を学級一律に算

数を課したり、社会の学習に当てて悪いわけでは

決してない。」、「教師の学習指導上の自由をも同

時に含むものである」と記していた。「自由研究」

の「全教科に加えた時間のゆとり」という点を強

調して、教科学習の一斉指導を承認した，点が大き

な特徴であり、解釈の段階を超えた運用面での学

習指導要領との相違点を示した。

こうした省内からの「自由研究」に対する是正

要求が示される中で、木宮は「カリキュラムの編

成Jlllを出版した。

木宮は「元来、カリキュラムは、教育の目的、

またはある教育観を達成するための手段であっ

て、目的そのものではない。教育的傾向や教育に

ついての考え方の変化に伴って、教育の手段であ

るカリキュラムは変化すべきものなのである。」

(P.29) として、「教科中心の教科課程」と「経験

中心の教科課程」を示し、「教科外活動」につい

て「伝統的なカリキュラムの改善に対して、多く

の示唆そ含んでいる」としている。

この時期は「自由研究」の運用解釈の変更を迫

られた時期であり、この時期に「教科外活動」に

ついて， 1"経験中心のカリキュラムの考え方から

すれば、正にカリキュラムであるといえる。」と

認め、「伝統的なカリキュラムの改善に対して、

多くの示唆を含んでいる」と評価したことは、そ

の後の「教科以外の活動J(1951年版学習指導要

領)につながる発想といえる。さらに木宮は「第

三章 カリキュラムの編成(一)一基本的構造一」

の中で、教育の一般目標に向かう「経験の形成J

において理解、能力、態度の相互関係を重視して

おり、ここに木宮のカリキュラム論の特徴が見え
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る。 ムについてJ (約 2.8%)

「蓄積された知識はもっていても、それは ・「学習指導を考えるにどんな問題があるか。」

社会生活から離れたものであり、生活上の諸 (約 0.3%)

問題を解く力としては極めて弱かったので

ある。ここに新しい教育が強調される根拠

がある。社会生活上の問題ととり組むとき、

そこに能力や態度が問題になる。(中略)か

ように能力や態度は、現実の問題を処理し、

よりよき社会生活を営むために是非発展さ

せねばならないものである。これを教育の

目標はねらっているのである。J(P.118) 

木宮は経験カリキュラムの中で、学習の成果と

しての知識を生活へ返して能力や態度の形成をめ

ざす，その手法として教科にこだわり、「教科の

延長・発展」の中での形成を企図していた。しか

し「自由研究」をめぐる困難な状況は続いており，

1949年5月には、中学校で選択教科として位置

付けられていた「自由研究」が 2学期から廃止さ

れることが通達された。また木宮自身が、青木や

木田らの「自由研究」の運用解釈変更を追認し

た。 12そこでは「義務教育として国民をある一定

の水準に到達させる」ために「各個人の好むと否

とにかかわらず」、「自由研究の時間を与えてやる

必要がある」と説明した。これは先に木宮白身が

「自由研究について」で記した内容とも異なるも

のであり、「自由研究」を補習的扱うことも認めた。

1949年7月には「教育課程審議会」が設置され、

時期を同じくして 1948年秋から 1949年にかけて

行われた「学習指導要領使用状況調査」の結果が

発表された。 13

「自由研究」については厳しい状況が予想され

たが、「自由研究」への批判や廃止に向けての意

見はなかった。資料の分析には 111自由研究』に

関する希望が多い。」とあるが、 3，078校という総

数に対して設聞に対する回答数が少なく、その中

でも「自由研究」に限定すると吏に少なくなって

いる。※及び括弧内の割合は白尾が記入。

【 設聞に対する自由研究についての回答率 】

※母集合 3078(校)

. I教科過程(ママ)の説明内容から除いた方が

よい事項J (約 4%)

・「自由研究と他の教科との関連及びホームルー
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. Iそのほか修正、増補してほしい事項新たに

加えた方がよい事項

(三)教科課程 1.自由研究について詳細に」

(約1.4%)

「学習指導要領一般編『第三章教科課程』に

対する意見」での I~教科過程(ママ)j]の説明内

容から除いた方がよい事項」の中で、自由研究を

取り上げた学校は 125校であった。これは調査対

象小学校3078校中の 125校であり、全体の約 4%

にあたる。「自由研究」が「取り扱いにくいもの

であった」ことは認められるが、4%をもって、「自

由研究J廃止の理由とすることはできない。ただ

教科の補習的な運用が一般化し、関心が払われて

いないとも解釈できる。「自由研究」をめぐる混

迷は存在し、それは「学習指導要領使用状況調査」

結果が出た後で始まる教育課程審議会でも取り上

げられた。

3. r選揮学習」構想における木宮乾峰の「教

育課程」論

( 1) r選樺学習」構想、における「教育課程」

1949年8月には「教育課程基準法案J14が示さ

れた。小学校の教育課程は「教科の学習」、「選捧

学習」、「その他児童の心身の発達に有益な各種の

活動」の三領域から成り、「教科」から「自由研究」

が削除された案が示された。代って入ったのが「選

揮学習」であった。

10月 12日の「第 1回教育課程審議会総会議事

録J15で、大島文義初等教育課長が「自由という

名があるので、はきちがえる向もあるので選揮教

科としたらどうかという意見が出ている。」と発

言し、その後の「選揮学習」の検討につながって

いる。この発言が誰によるものかは明確でないが、

2ヵ月前に法案まで出されていたことは、文部省

内に法案に沿った「教育課程」が構想されていた

ことになる。

12月 19日の「第4回教育課程審議会総会議事

録」では、稲田初等中等教育局長が「学校基準法
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と学校の教育課程に関する法律との関係並びに同

法律設定の趣旨」を説明して、大島初等教育課長

が以下の「教育課程基準法案」提案理由を説明し

た。

「自由研究は選揮学習に名称を変更した

が、それらの内容はかわらない。(中略)自

由研究は自由の言葉を誤解する向きもあっ

て、そのため指導の面で欠ける処もあった

ためである。よって自発的に学習をすすめ

るものである。ここよりこのように名称を

改めた。」

この審議で「教科の延長」とする「選揮学習」

に対しで慎重派や反対派の委員は、当時の「自由

研究」の実態を踏まえ，生活領域に拡散して収集

がつかなくなることを警戒している。そこで「教

科の中から」ということを法案に入れることを要

望している。

そうした意見も踏まえ， I自由研究j を「選揮

学習」にすることに難色を示す委員に対して、大

島初等教育課長と木官事務官が対応して「自由

研究」を「選揮学習」にする方向で論議が進み，

1949年12月19日の「第4回教育課程審議会総会」

において「選揮学習」という「自由研究Jの再構

想は審議会の意見として承認された。ここで注目

すべきは、「学習指導要領使用状況調査」結果が

出た 1949年7月以降、少なくとも第 4回教育課

程審議会(1949年12月19日)までは、文部省が「自

由研究」を「選揮学習」として教育課程に残そう

としていた事実であり、その説明の中心を木宮が

担当していたことである。

第4回教育課程審議会総会での大島初等教育課

長の発言は「自由研究」の実態が教師の指導性の

欠けるものであったことを認めたことだが、それ

がそのまま「自由研究」廃止ではなく「選揮学習」

への名称の変更になったことを示している。

ここで審議されている「学校の教育課程及び編

制の基準に関する法律案」で、小学校の教育課程

は、「教科の学習J、「選揮学習」、「その他児童の

心身の発達に有効な活動及び、経験」から成るとさ

れている。これは教育課程が大きく教科と教科外

に分かれ、さらに教科外の学習としての「選揮学

習」と「児童の心身の発達に有効な活動及び経験J

の三領域から成ることを示したことであり、教科

外に「自発的に学習をすすめるもの」としての学

習を教育課程に含んでおきたい文部省の意図がう

かがわれる。これは後の 1951年版学習指導要領

が小学校の必修課目としての「教科」、及び「児

童の精神的、肉体的、社会的、職業的ならびに情

操的発展に有効な他の諸活動及び経験」からなっ

ている構想とは異なっている。

「自由研究」は「教科」としての位置づけがさ

れていたが、「選揮学習」は教科外に置かれ、「児

童の心身の発達に有効な活動及び経験」とも区別

されている。また「選揮学習」は「自由研究」と

「内容はかわらない」ものとなっており、「児童の

心身の発達に有効な活動及び、経験」が教育課程に

盛り込まれていることから、「自由研究」に含ま

れていたクラブ活動と自治活動は、これに含まれ

ることになる。そうなると「内容はかわらない」

とされる「選揮学習」は、「自由研究」の「教科

の学習の発展」と「内容はかわらない」ことになる。

「選揮学習」を「その他児童の心身の発達に有益

な各種の活動」とは別に「教育課程」の一つの柱

にして、「自由研究」で目指したものを「教育課程」

にも位置づけようとしたことになる。

審議会ではまず、木宮事務官は「選揮学習」が

中学校での「選揮教科でもあり、又その他の教科

にも該当する」ことを明らかにしている。次に「小

学校の選揮学習は、中学校ほど発達したものでな

いから」中学校の教科等(必修教科・選揮教科・

特別教育活動)のようには「区別できない」こと

も明らかにした。また大島初等教育課長は選揮学

習には「教科の延長又は教科にないものをとって

もよい。」と加えた。さらに「選揮学習」は、「教

員の指導の下に、児童が特に選んだ事柄について

行われる児童の学習とする。」とされており、「自

由研究」に比べて教師の指導性が反映する学習と

なっている。

以上の経過から、構想されていた「選揮学習」

は次のように理解できる。まず、「自由研究」か

ら「選揮学習」への名称の変更は「白白の言葉を

誤解する向きもあって、そのため指導の面で欠け

る処もあった」実態から、誤って受け取られやす

い「白由」の研究から「選揮」する学習という意

味を明確に打出した。「選樺」であるから「選捧J

される対象があるわけで、「自由研究」での「児
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童の個性の赴くところに従って、それを伸ばして

行く」ということと異なる。そしてその対象が「教

科の延長又は教科にないもの」ということになる。

これを「教員の指導の下に、児童が特に選んだ事

柄について行われる児童の学習とする」ことで、

「自由研究」の実態に見られた「自由」に関わる

混乱を避けながら、「自発的に学習をすすめるも

の」にしていく「選揮学習」が構想された。

「自主的、自発的学習の態度」、「個性を尊重」、「社

会性、共同性」を育てることを目標とした「自由

研究」を「選揮学習」として「教育課程」に位置

づけることは、 1951年版学習指導要領で「教科」

と「教科以外の活動」で担うことになるこうした

目標をもった教育活動を、「教科」でも「その他

児童の心身の発達に有益な各種の活動」でもない、

「第三の領域」として「教育課程」に位置づける

ことが模索されていたことになる。

筆者は、ここまでが木宮乾峰独自の教育課程構

想だったと考えている。一時的にせよ、文部省が

「児童の心身の発達に有効な活動及び経験」とは

区別して教科外に「選揮学習」という「教科の学

習の発展」を置いた「教育課程」を構想したこと

は、その後の「選揮学習」を除いた「教科以外の

活動」及び教科と教科外からなる「教育課程」と

の整合性をどのようにつけていったのか検討する

必要が出てくる。

(2) I選揮学習」構想消滅後の「自由研究」

廃止をめぐる「教育課程」構想

文部省は 1949年 12月 19日の「第 4回教育課

程審議会総会」と同じ月に全国の小学校 181校を

対象とした「自由研究の実施状況」調査を開始し

た。また 1950年 1月からは「教育課程審議会」

の各分科会等が聞かれ、その中では「自由研究」

についての実践上の困難や否定的な意見が積み重

ねられていった。 16 また 1950 年 2 月 7 日 ~11 日

には小学校教育課程研究協議会が(水戸市や岐阜

県、山口県)の 3会場で行われた。「自由研究」

の「教科」としての位置付けには否定的で、全体

として「自由研究」を教科外にする意見が多い。

また補習的な扱いを意味する意見も見られる。設

備の問題も出されていた。中でも山形県の「教科

としては廃止。基準がはっきりしない。」の意見

209 

は注目される。各県とも「自由研究」に基準や位

置付けを問題にしていて、それをはっきりさせる

ことが求められていた。つまり「自由研究」の明

確な基準が要求されていたことになり、次期学習

指導要領ではそれに応えることが必要となって

いった。こうした状況で 1950年5月に文部省か

ら「自由研究の実施状況」の調査結果が発表され

た。

「自由研究の実施状況J17 

① 自由研究のためのきまった時間としては二時

聞をあてている学校が多いこと。この時聞は一

般編で示されている二一四時間という基準の最

低になっていること。

② 研究のための編成としては、縦割りの通学年

別によるものが最も多く、学級単位の編成、学

年単位の編成の順位になっていること。これは

理想的な傾向を示していたわけである。

③ 研究に関係する教科のうちでも最も多いの

は、算数科、理科、国語科、体育科であること。

さらに社会科、理科、図画工作科、体育科を研

究するものは男子に多く、国語科、音楽科、家

庭科を研究するものは女子に多いこと。

④ 児童はどの教科でも多種多様なことがらを研

究しているが、そのほかに、「一般」的にまと

めて受けている児童がどの教科にも多いこと。

⑤ 家庭科を研究するのはほとんど女子だけであ

るが、その数がひじように多いこと。そして四

年生の児童(正規の課程としての家庭科は五年

生以上)もかなり多いこと。

⑥ 小学校の教科に属していない研究としては毛

筆習字を研究するものが多いこと。また、都市

では英語を研究するものが多少あること。

⑦ ここに集計をした 111校(質問紙を送ったの

が181校、回答を得た学校が 114校)は、自由

研究の効果を十分に収めている学校と思われる

が、一般的には実施していない学校や実施して

いても十分でない学校がかなりあるように想像

されること。

文部省の「自由研究の実施状況」は、全国の

小学校 181校を対象に 1949年 12月から行われ、

1950年5月にまとめられている。 18その資料が
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1950年 6月の教育課程審議会初等教育部会資料

として使われたことから、「自由研究」の実施後

約2年間の実態ということになる。後にこの「自

由研究の実施状況」をもとに宮坂哲文は、「現場

の実態は自由研究がそこから育ってくるような教

科の学習指導という前提条件がいっぱんに欠如し

ていたことをよく物語っているJ19とまとめてい

る。

この「自由研究の実施状況」は、資料原本が入

手できず、他にどのようなことが記されてあるの

かっかめないが、宮田丈夫は「自由研究」の研究

事項に「算数一般」のように教科の延長があるこ

とを取り上げて次のように分析している。 20

正規の教科学習そのままがこの自由研究

の時聞に移行されていたようにみられるの

で、あって、実施していないも同然であったと

いうことになる。このようなところに、当

時における自由研究の実態があったのでは

なかったろうか。一般編に示されていた自

由研究の第一の利用点になっている「個人

の能力と興味に応じた教科の発展としての

自由な研究」が以上のようなものであった

ところに、自由研究における一つの破綻の

契機があったようにうかがわれる。

この分析は 1947年版学習指導要領に照らして

適切な分析であるが、先に検討した「自由研究」

の解釈の拡大でみたように教科の補習として「自

由研究」を運用することは、認められてきたこと

であり、当然の実態ともいえる。ただ宮田が指摘

するように学習指導要領で示された「自由研究」

からは離れたものになっているのも事実で、「自

由研究の実施状況」から判断できる「自由研究に

おける一つの破綻の契機があった」ことには違い

ない。また後に文部省は『初等教育パンフレット

2 教科以外の活動の計画と指導Jl(文部省、 1952

年、 7頁)でも、「自由研究」を i(ー)個人の能

力と興味に応じた教科の発展としての自由な学

習」をとした上で、「自由研究」の行き詰まりに

ついて次のように記していた。

自由研究には、実施上一つの困難が伴って

いた。それは実際の指導にあたって、児童の

各人がそれぞ、れの研究課題を発見すること

が困難であったということである。さらに、

210 

たとえ題目を発見することができてもひと

りひとりのこどもを指導する教師の負担は、

ばく大なものになった。ここに(ー)にお

ける意味の自由研究はゆきづまりに逢着せ

ざるをえなかった。

この結果を踏まえて 1950年6月22日に「教育

課程審議会答申Jが出されて「自由研究」の廃止

が決まり、 9月になって大島初等教育課長が「小

学校の教育課程の改善についてJ21を発表した。

そこでは「児童の自発的な学習活動はかなり各教

科の学習で達せられるようになったから、自由研

究のうち教科の学習に閲するものは教科学習の時

間にゆずり、他の部分は次に述べる教科以外の特

別活動に広く含ませて、自由研究の時聞は廃止す

る。」とされた。

「選揮学習」が構想された 1949年8月以降、 1950

年6月までの間で、「選揮学習」の構想が取り消

され、「自由研究」の廃止が決定される中で、「教

科の学習の発展」を「教科」の中に位置づける説

明が必要になってきた。その最初の説明が前掲の

「小学校の教育課程の改善について」であった。

そこでは「その(自由研究)取扱いには困難を伴

う場合もあるし、児童の自発的な学習活動はかな

り各教科の学習で達せられるようになったから、

自由研究のうち教科の学習に関するものは教科学

習の時間にゆずり、」とされていた。「選揮学習」

の構想時点で「教科外」とされた「教科の学習の

延長」を再び「教科」に位置づける説明は、「児

童の自発的な学習活動はかなり各教科の学習で達

せられるようになった」というだけである。

また続く 1950年 10月 28日の文部省通達「学

習指導要領一般編中『小学校の教科と時間配当JlJ

からは、先の大島の説明に「そのようにすること

が教育的に健全な考え方であるJ22という文言が

加わっており、1951年7月公示の「学習指導要領」

まで踏襲された。この場合の「そのようにするこ

と」とは「個人の興味と能力に応じた自由な学習

は、各教科の学習の時間内にその目的を果すことJ

となる。つまり「教科の学習の延長」であり「個

人の興味と能力に応じた自由な学習」とされた内

容を「教科」に位置づけるために、「各教科の学

宵指導法の進歩とともにかなりにまで各教科の学

習の時間内にその目的を果すことができるように
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なったJことと、そうすることが「健全な考え方

である」という説明を取ってはいるが、なぜ「健

全な考え方である」のかについての説明はされて

いなし、。 23

さらにこの説明が、先進的な「自由研究」実践

校での「自由研究」を想定して「各教科の学習の

時間内にその目的を果すことができるようになっ

た」と判断しているとは考えにくい。ここでいう

「自由研究として強調された個人の興味と能力に

応じた自由な学習」とは、「自由研究=クラブ活動」

ととらえて実践されていた「自由研究」ではなく、

「能力に応じた自由な学習」を建前としながら「自

由研究」の拡大解釈の中で進められ、実態的にも

認められた教科の補習的な学習と考えるのが妥当

である。 M

1950年 12月には木宮は『教育課程の改善j]25 

を出版している。「自由研究」の廃止が決まり、

「教科以外の活動」の時聞が創設され、「教育課程」

となる 1951年版学習指導要領の公示を前にした

木宮自身の著作であるが、「自由研究」や「教科外」

への直接の論及はない。カリキュラムの改善に向

けた理論的な説明と指導法に徹している。ただ「カ

リキュラム改善のための組織」と「個人差に応ず

る指導法」及び木宮が展開している「新しい学力

の概念」から木宮の構想する「教育課程」での「自

発的な学習」について考えたい。

まず「カリキュラム改善のための組織」の中で

「教育課程審議会」を例に出して、これを「上か

らの組織」として次の三点を挙げている。「二三

の指導的な立場にある人の考えが支配的となり、

その考えにしばられて細部のことも決定されて行

くきらいがあるJ、「体系的なカリキュラム編成は

可能であるが、個々の教室における実践に基くと

いう点がおろそかになりやすい」、「児童や生徒の

立場を考えると称しながらも、それは結局無視さ

れるようになる。そして大人の特殊な利益が強調

され勝ちである」。そして「カリキュラム改善の

組織としては、こうした形式的な組織よりも、もっ

と機能的な組織が重んぜられねばならない」と締

めくくっている。(P.79~ 78) 

これは 1949年 12月に一度決まった「選揮学習」

が 1950年 1月からの「教育課程審議会」の中で

覆されていくことを経験した木宮には、当然の「感

想」と推察できる。続く「個人差に応ずる指導法」

(P.258)では次のように「自発的な学習」重要性

を示している。

「新しい教育においては、子供の興味によ

る学習、自発的な学習が大切であるといわれ

る。そしてわれわれの誰しもがこのことを

よく認識し、今日では子供がこうした学習

が営めるように、指導法についても、その

環境の構成においても、さらにカリキュラ

ムについても、大いに改善を加えたし、また、

将来ーそうの改善が加えられようとしてい

る。」

ここには木宮が「自由研究について」で示した

「自由研究」の趣旨が全く変わらず示されている。

「個人差に応ずる」という表現を借りてはいるが、

木宮が教育課程に「子供の興味による学習、自発

的な学習」を想定する構想を持ち続けていた。さ

らに「新しい学力の概念J(P.314 ~ 321)では、「学

力」を次のように規定している。

「新しい教育は、生活のための教育を目ざ

しているのであって、単なる知識の獲得者E

目ざすものではない。したがってその学力

は、あることについての知識の有無に求む

べきではなく、生活についてこれを理解し、

生活上の問題を適切に処理する技能をもち、

よい生活をっくり上げようとする態度のう

ちにこれを求めねばならない。もちろん知

識も学力のうちに考えねばならないが、そ

れは、物事を解釈し理解を成立たせるに必

要であり、技能を高めたり、正確にしたり

する上に必要であるから、学力の要素とし

て考えられるのである。」

木宮が求めている「学力」は「子供の興味によ

る学習、自発的な学習」によって形成されること

が目ざされ、木宮の教育課程には「選揮学習」構

想で見られたように教科とは別にその発展として

「子供の興味による学習、自発的な学習」が構想

されていたと考えられる。

しかし現実として 1951年版学習指導要領の担

当者である木宮には、「子供の興味による学習、

自発的な学習」の場は「教科」の中でしか与えら

れていなかった。この後、木宮は 1951年版学習

指導要領改訂担当者として、大島の「小学校の教
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育課程の改善について」を踏襲した形で「自由研

究」の魔止と「教科以外の活動」の成立の説明を

展開した。 26

1951年版学習指導要領の公示直前の 6月に刊

行された木宮の『小学校の教育課程の解説』幻に

着目したい。木宮は「はじめにJで「これは私個

人の考えです」と前置きしながら「教育課程審議

会や学習指導要領一般編の委員会の方々の意見、

さらに文部省やC・I'Eの人々の考えも当然に入っ

ている」と記している。「自由研究」にもふれて

いる。

個人の個性に応じた自由な学習は、新しい

教育の根本的な考え方だと思います。です

から、自由研究が廃止されたというよりも、

自由研究という特別な名称をもった時聞が

廃止されたと考えるべきでしょう。事実、一

般編にも「自由研究の時聞を廃止し」となっ

ています。あなたの学校が自由研究の効果を

よくあげていたとするならば、そうした学習

をやめさせる必要はありません。教師が考え

て、これは非常に有効だと思うことが実行で

きなくて、やむを得ず他のことをやるとい

うのでは本当の教育にならないと思います。

一般編にもあるように、自由な個性に即した

学習、個人差に応じた学習は、どの教科に

おいてもなさるべきでしょう。またそのよ

うになされることが、新教育の本旨だとい

えるでしょう。しかし、そのようになっても、

なお別に子供が特に何かを研究したいとい

うならば、その子供の特殊な能力を伸ばし

てやるために教師は協力すべきだと思いま

す。ですから、私はそんなに窮屈に考えずに、

有効だったものは今後もつづけて実行すべ

きだと思います。

ただ自由研究については、うまくいかな

かった学校が相当ある、この時間の扱い方

にもてあますといった学校が多いというこ

とだったので、今度のような改正になった

と思います。(P.51~ 52) 

ここでは、「自由研究」が有効であるなら続け

るべきであり、「自由な個性に即した学習」が「新

教育の本旨だ」と記している。木宮の「教育課程」

にはこの「自由な個性に即した学習」は必須とさ

れているが、その展開は「教科」での実施を勧め

ている。

こうして7月10日の「学習指導要領一般編(試

案)Jが公示された。「自由研究」は廃止、「個人

の能力と興味に応じた教科の発展としての自由な

学習」は「教科」で、クラブ活動と自治的活動か

らなる「教科以外の活動」による「教育課程」が

成立した。

1年後の文部省による『初等教育パンフレット

2 教科以外の活動の計画と指導』舗にも、木宮は

関わっており、 1947年版学習指導要領における

「自由研究」を i(ー)個人の能力と興味に応じた

教科の発展としての自由な学習」、 i(二)同好の

ものが集まって自由な学習を進める組織としての

クラブによる活動」、 i(三)前二者とは無関係な

当番の仕事や学級委員としての仕事」とした上で

次のように記している。(P.7~ 8) 
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自由研究のうち、(ー)の意味のものは、

指導に困難が伴うが、しかし、研究意欲をも

っ特定のこどもについては、教師の指導ので

きる範囲で指導する。(二)の意味のものは、

こどもの興味や趣味や社会性の発達に有益

であり、かつ、こどもも喜んで参加してい

るから、今後もこれを大いに発展させる必

要がある。(三)の意味のものは、こどもの

社会性の発達や実際生活を学ぶ上に有益で

あるから、これをいっそう広め、組織化して、

これに教育課程の一部としての積極的な意

味を与える。

このように、自由研究について反省を加

え、かつ新しい領域に教育的価値を見いだ

し、これを積極的に取り上げようとするなら

ば、もはや、教科の学習以外の学習領域と

して、自由研究という名はその事実にふさわ

しくなくなる。したがって、その名を廃して、

この分野の学習を一応「教科以外の活動」と

呼ぶほうが適当と考えられるのである。すな

わち、「教科以外の活動」は、自由研究のう

ちのクラブ活動に新たな意義を与え、自治活

動その他の、実盾(ママ)的にはすでに学

校において実施していた諸活動を教育課程

の一部として価値づけ、これらに教育上重

要な位置を与えたものということができる。
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以上の説明によると「教科以外の活動」は、「自

由研究Jで「教科」とされていたクラブ活動と係

活動を「教科外」として、それらに「児童の発達

に有益な活動」としての教育的な価値を認めて「教

育課程Jに取り込まれたことになるが、自治活動

については現状を追認し，教育課程上の位置づけ

を明確にした教育課程化といえる。

ただ「自由研究」は「教科課程」に入っていた

わけで、クラブ活動も係活動も「課程内」にあっ

たことには違いはない。その意味で「教育課程」

の成立は「教科外課程」の位置づけをより明確に

した「教科課程」の改造といえる。しかし木宮が

最も重視していた「個人の能力と興味に応じた教

科の発展としての自由な学習」は「教科」に押し

込まれた形になった。

4. r教科課程改造問題としての自由研究」

(木宮乾峰)における「教育課程」

「教科の学習の発展」を「教科」で実践してい

くことについて、木宮は、「教科課程改造問題と

しての自由研究」と題した IIIFEL研究物資料』

の中で、「自由研究」に関する次のような二つの

メモを残している。 29 (※横線は原資料にあると

おりに記した。)

いわば綜合された学習活動の訓練をする

のが自由研究だ。

生活上における問題を解決する力を得る。

こうした自由研究は各教科が独立し、パ

ラパラの時は必要だ。

生活の中における人聞の活動は全く綜合

的であるからだ。

自由研究は教育における自律学習、自発

学習の領域を開拓しようとするところで生

まれる。この考えなしでは自由研究は与え

られない。

自由研究は自学原理を承認した Curr、改

造問題の中に、見出される。だから、さら

に自学原理が徹底し、経験教科課程がとら

れるようになれば、自由研究はその中に解

消することにならないか、経験教科課程は、

各教科の孤立を認めない。枠がなくなる。自

由研究も自然に消滅することになりはしな

いか。 C山~土;主主主におけ~古if'9l@0~
4，，'，ふ玄退去 ....庁、~_:!

木宮は「自由研究」の役割を獲得された知識や

理解を生活上で再構成する場として位置づけてい

た。また、「教科の学習の発展」を「教科」で実

践していくことについて、経験者E重視するカリ

キュラムの性格を踏まえて、「自由研究」の消滅

を予想していた。「選揮学習」の構想がなくなっ

た中では、「自学原理が徹底し、経験教科課程が

とられるようになれば、自由研究はその中に解消

する」と考えたから、『初等教育パンフレット 2

教科以外の活動の計画と指導』のような説明に踏

み切ったとも考えられる。

木宮が用いている「経験教科課程」とは、文部

省が 1947年版と 1951年版で示した「学習指導要

領」における「経験を中心とした教科課程」であ

るが、さらに社会科や理科の単元で児童の必要や

関心、目的、問題などに基づいた社会や自然の事

象を取り上げた「経験単元」却で構成された教科

課程をさしており、「経験単元」のもつ「学習内

容が非常に広く、人間生活の全面に関係している」

(28)性格によって、「教科」の生活へ向けた発展

が可能であることを示し、そうした条件が整うこ

とで、「自由研究」のカリキュラム改造としての

役割が終えるものと考えたのではないかと推測で

きる。

木宮の「教育課程」で一貫しているのは、「自

由研究」や「選揮学習」のように「教科の学習の

発展」を目ざした「自発学習の領域」を置こうと

した点である。

「自由研究」は「教科課程Jにおける「教科の

学習の発展」をめぐって、実践上の困難を伴った

が、教育目標を実現していくために、「教科」以

外に「教科外」の領域が教育的価値をもつことを

明らかにしてきたのであり、「教育課程」が実践

を通して発展的に変化していく性格のものである

ことを実証的に示したことになる。

「教育課程」に発展したカリキュラムとして「教

科」とは別に「教科の学習の発展」を目ざした「自

発学習の領域」を位置付けることを木宮自身が下

ろしたのは、「選揮学習」構想が消滅した時点で
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ある。しかし、 1951年版学習指導要領における

「教科」と「教科以外の活動」からなる「教育課

程」の説明として「自由研究として強調された個

人の興味と能力に応じた自由な学習は、各教科の

学習指導法の進歩とともにかなりにまで各教科の

学習の時間内にその目的を果すことができるよう

になったし、またそのようにすることが教育的に

健全な考え方であるといえる。」を採用したこと

は、「経験単元」と「経験教科課程」が進む中では、

「教科」の中に「教科の学習の発展」を目ざした「自

発学習の領域Jの可能性を認めていたとも考えら

れる。

5.おわりに'"i教育課程」の成立と「教

科の学習の発展」の後退~

1951年版学習指導要領における「自由研究」

に関する記述は、「経験を中心とした教科課程」

を前提としながら「教科」と「教科外Jを分ける

「教育課程」が成立したことを明確にした。また

そのことによって、木宮が考えた「経験単元」と

「経験教科課程」が進むこととは異なり、「教材単

元」による「教科カリキュラム」化が徐々に進行

していった。「経験」から教育内容をつくる場に

おいて、「経験」を組織する要素として教科カリ

キュラムに従った内容編成(教材単元化)が進ん

だが、1951年版「学習指導要領」で説明された「個

人の興味と能力に応じた自由な学習」を「教科」

で行うことは、本来、総合的な性格をもっ「経験」

へ再び結びつくための場として、「経験」を「教

科」の知識に適応させる場としてとらえる傾向が

強まり、「経験」が限られた意味でとらえられる

ことにつながっていった031また単元が「経験単

元」から「教材」としての意味を増すにつれて、「教

科」に与えられた「経験」が、知識との形式的な

関連を進め、知識からの総合的な相互関係を後退

させたと考えられる。

さらに教科カリキュラムに進む過程で、知識や

技能の習得のための目標設定が中心となり、教科

の単元学習としての目標設定が、「教科の学習の

発展」を目ざす授業の構成・設定の欠如という形

で進む傾向とつながっていったと考えられる。

それは個々の知識や理解としては学習効果をも
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たらすが、個々の知識や技能の習得が、予定調和

的に学習を意味付ける単元の知識の総体としての

目標に迫るような錯覚を構造的に残し続けること

につながっていった。学習の終わりに「まとめ」

を書いたり、「感想」を書いたりすることは行わ

れるが、学習した知識を再構成する場の設定を通

して、「教科の学習の発展」としての「知識の総

合化Jがないままに学習を終えることが多い状況

は、こうした「教科の学習の発展」への無自覚に

も起因している。

「教科の学習の発展Jは、子どもが主体的に進

める場合を除いて、教科の学習から離れて、教師

の都合よく成り立つものではない。知識を総合化

するための課題は、教科の学習の問題解決過程に

おいて、個々の知識が授業で獲得されていった筋

道の中に成立する。

個々の知識が単元の学習の中でもっている位置

を再確認・再構成できるような課題(単元学習の

最後に位置づくもの等)が、子どもの認識との関

係で子どもにとって当然解決すべき納得できる形

として授業を通して現れるかどうかにかかってい

る。日IJな表現をすればJ教科の学習の発展」には、

知識を総合化せざるを得ない問題解決過程におけ

る「必然性」が必要となる。知識の意味体系がそ

れぞれの子どもなりに蓄積されていて、なおも問

題解決に向かわせる条件が成立していないところ

では、「教科の学習の発展」は困難である。

以上のように「教科の学習の発展」は、内容面、

方法面の工夫を伴って可能となる。「自由研究」

廃止後は、その場がもっぱら「教科」の中に求め

られることになったが、「教科の学習の発展」を

明確に意図した、知識を総合化するための単元学

習なり、時間の設定がない状況では、「教科の学

習の発展」という実践展開の可能'性を狭めていっ

たのである。

【注】

1) ~学習指導要領一般編 (試案)~(文部省、 1947 年、

13頁)

2) 木宮乾峰「自由研究についてJ(f時事通信 内外

教育版JI、文部省、 1947年7月9日第四号)

3) ①宮坂哲文編『小学校特別教育活動の新教育課程J
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(明治図書、 1958年)

②宮坂哲文『新訂特別教育活動 その歴史と理

論jJ(明治図書、 1959年)

③磯田一雄『教育課程(総論){戦後日本の教育改

革 第六巻}jJ:第 9章「学習指導要領の内容的

検討 (2) 第2節「自由研究の成立と廃止J(東

京大学出版会、 1971年)

④高橋英児「戦後『自由研究』の再検討 教科領

域と教科外領域の関連を問うために J (中国

四国教育学会教育学研究第 42巻第 1部、

1996年)

4) 根津朋実「木宮乾峰のカリキュラム論 1951 (昭

和 26)年版学習指導要領一般編(試案)の改訂担当

者として J (カリキュラム研究第 20号、 2011年

3月、 15-28頁)に「木宮乾峰」についての詳しい論

考がある。

5) [f学習指導要領一般編 (試案)jJ (文部省、1947年、

13 ~ 14頁)

6) 木宮乾峰「自由研究についてJ(~時事通信 内外

教育版山文部省、 1947年7月9日第 39号)

7) I自由研究」では「教科の延長・発展」を行うため

の運用方法としての「クラブ活動」と自治的活動も

含まれていた。

8) 稲垣友美『新教育の研究手引きjJIクラブ活動の研

究問題J(明治図書、 1950年、 524頁)0 I本腰を入れ

て実践にかかつて、実に多くの問題につきあたった。

また、反対に好きなことをやらせておけばよいといっ

た、単に何でもいい時聞にしか考えていない学校で

はこれほど都合のいい時聞はないのである。」

9) 青木誠四郎、「学習指導の基本問題(有朋堂、

1948年 9月、 81~83 頁)

10) 木田 宏、「新教育の動向jJ(文部省師範教育課長

玖村敏雄監修、愛知書院、 1948年 10月、 177~ 

178貞)

11) 木宮乾峰『カリキュラムの編成jJ(有朋堂、 1949

年 3月30日)

12) 木宮乾峰「自由研究の誕生とその発表J(~日本教

育年鑑』、昭和 24年度、山海堂版、日本教育年鑑編

纂委員会編集、 1949年5月20日)

13) 国立教育政策研究所所蔵のものを2001年8月3日、

※印、割合は白尾が筆記した。

14) I教育課程基準案」、『時事通信 内外教育版』、文

部省、 1949年8月23日第 171号、 7頁

15) I戦後教育改革資料 13 大島文義旧蔵文書J(国立

教育政策研究所、2002 年)~大島文義旧蔵文書目録JJN.

昭和 24年度 (1949)

16) 例えば、 1950年2月2日 第一回初等教育教育課

程分科審議会

「分科審議会で審議すべき事項」として「自由研究」

があげられた。また同日付の「教育教育課程分科審

議会メモJ(S24 -27④)では、 IC・1.Eの意見」と

して「小学校児童に自由選択はむずかしい。JI好き

な教科を選ぶ」、「先生の負担」、「他の教科でも今日

では自主的活動をしていて、今日はその必要がない。」

とある。メモの最後には「実施状況調査、二十四年

十二月」と記されており、 1949年(昭和 24年)12 

月から実施された「自由研究実施状況」が話題に上っ

たものと考えられる。集約も 1950年2月1日である

から時期的にも一致する。

17) 一次資料である「自由研究の実施状況J(文部省、

1950年)が入手できなかったため、宮田丈夫「小学

校特別教育活動の新教育課程」、(国土社、1958年、 7

頁)から引用。

18) I昭和 25年 第二次教育施設団説明資料J~大島

文義旧蔵文書目録jJV.昭和 25年度 (1950)の9の

⑦ 

19) 宮坂哲文『新訂特別教育活動その歴史と理論』

(明治図書、 1959年、 184頁)

20) 宮田丈夫氏、前掲書、 8頁

21) I小学校の教育課程の改善についてJ~初等教育資

料jJ(文部省、 1950年9月号)

22) 海後宗臣『自由研究の在り方jJ(成践小学校:I生

活教育の研究第 l集自由研究と社会科の指導」、小

学館、 1947年5月、 6頁)0i毎後宗臣はコアカリキュ

ラムの教科論の立場から「自由研究Jの設定を認め

ていなかった。

23) I自由研究」の廃止をめぐる文部省の説明に対して

は、次の論考がある。

①宮坂哲文『新訂特別教育活動その歴史と理論』、

明治図書、 1959年、 184頁

②河原尚武「戦後教科外教育領域の成立と展開(1 ) 

教科外活動の教育課程化をめぐってーJ(鹿児

島大学教育学部研究紀要教育科学編第 43号、

1991年)

24) 宮田丈夫氏、前掲書、 8頁

25) 木宮乾峰『教育課程の改善jJ(東洋館出版、 1950

年 12 月、 78~ 82頁)

26) 公的には「学習指導要領一般編の改訂J(r初等教

育資料』、 1951年4月号)。雑誌等では「木宮先生を

囲んで 学習指導要領の要点、をきく J(~教育技術』、

小学館、 1951年3月号)などがある。

27) 木宮乾峰『小学校の教育課程の解説jJ(新光閣、

1951年 6月15日)

28) 文部省『初等教育パンフレット 2 教科以外の活

動の計画と指導jJ(牧書応、 1952年)

29) 木宮乾峰旧蔵文書 (nFEL研究物資料jJI教科課

程改造問題としての自由研究J)

2002 年 9 月 13 日~ 14日にかけて、故木宮乾峰氏の

浜松市の自宅を訪ねて、故人の蔵書を調査させても

らった。長男、木宮ー邦氏(常葉学園浜松大学学長)
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から蔵書、資料の一部を寄贈していただいた。なお

IFEL は、 1948 年 9 月~ 1952年 3月まで 3カ月単位

を8期実施された教育講習会である。文部省と CIE
(GHQ民間情報教育部)の共催で行われ、教育関係

専門家の養成を目的とした講習会であった。

30) 木宮乾峰『初等教育の原理~ (文部省、 1951年、

307頁)

31) 河原尚武「教育実践過程における教育内容の選択

ーカリキュラム構成における生活・文化ーJ(~教育

実践学の基礎』粛藤浩志編第3章 102頁)0r組織

化されない経験そのものを通して学習し得るとした

ところに、戦後経験カリキュラムのつまずきがあっ

たのではないか。」と記している。
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